　別表（第3条関係）
　　　大町町文化連盟事業費補助金の補助対象経費及び補助金額
	事業の種類
	補助対象経費
	補助金額

	ふるさと文化まつり及び芸能祭事業
	ふるさと文化まつり及び芸能祭の開催に要する経費
	　当該補助対象経費から当該補助対象経費に対する国県補助額、他団体補助額及びその他の収入を控除した額の合計額とし、限度額を300千円とする。

	文化連盟所属の各部の助成事業
	活動助成に要する経費
	

	文化連盟の運営事業
	上部団体への負担金に要する経費
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